精神科病院における「虐待通報が義務化」されます

身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じる、もしくは生じるおそれのある暴行を加えること。

性的虐待
障害者にわいせつな行為をしたり、障害者にわいせつな行為をさせること。

心理的虐待
障害者にたいする著しい暴言や、不当な差別的な言動を行うこと。

放棄・放置
障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置等、職務上の義務を著しく怠ること。

経済的虐待
障害者の財産を不当に処分したり、障害者から不当に財産上の利益を得ること。

虐待を発見したら通報を！

令和６年４月から精神保健福祉法が改正され、都道府県等への虐待通報が義務化されました。精神科病院における業務従事者※による虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した際には、以下の連絡先に通報してください。業務従事者は、通報したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けないと定められています。また、業務従事者による虐待を受けた精神障害者は、その旨を都道府県に届け出ることができます。

※業務従事者とは、医師や看護師等の医療従事者だけではなく、精神科病院で勤務している全ての方を指します。

病院内の虐待相談窓口
【連絡先】　

大阪府虐待通報受付窓口 （大阪市・堺市を除く大阪府内の精神科病院における虐待）
【電話】06-6608-3558　（平日9時から17時30分）
【通報フォーム】
https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/procedures/apply/81449f17-6eab-4376-854d-bd6947923290/start
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